
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
材
料
の
使
用
制
限
）

（
材
料
の
使
用
制
限
）

第
二
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
材
料
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

第
二
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
材
料
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
ボ
イ
ラ
ー
又
は
ボ
イ
ラ
ー
の
圧
力
を
受
け
る
部
分
に
使
用
し
て
は
な
ら
な

る
ボ
イ
ラ
ー
又
は
ボ
イ
ラ
ー
の
圧
力
を
受
け
る
部
分
に
使
用
し
て
は
な
ら
な

い
。

い
。

材

料

ボ
イ
ラ
ー
又
は
ボ
イ
ラ
ー
の
圧
力
を
受
け

材

料

ボ
イ
ラ
ー
又
は
ボ
イ
ラ
ー
の
圧
力
を
受
け

る
部
分

る
部
分

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
四
五

（
略
）

日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
四
五

（
略
）

四
（
圧
力
配
管
用
炭
素
鋼

四
（
圧
力
配
管
用
炭
素
鋼

鋼
管
）
、
日
本
産
業
規
格

鋼
管
）
、
日
本
産
業
規
格

Ｇ
三
四
五
五
（
高
圧
配
管

Ｇ
三
四
五
五
（
高
圧
配
管

用
炭
素
鋼
鋼
管
）
、
日
本

用
炭
素
鋼
鋼
管
）
、
日
本

産
業
規
格
Ｇ
三
四
五
六
（

産
業
規
格
Ｇ
三
四
五
六
（

高
温
配
管
用
炭
素
鋼
鋼
管

高
温
配
管
用
炭
素
鋼
鋼
管

）
、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
三

）
、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
三

四
五
八
（
配
管
用
合
金
鋼

四
五
八
（
配
管
用
合
金
鋼

鋼
管
）
及
び
日
本
産
業
規

鋼
管
）
及
び
日
本
工
業
規

格
Ｇ
三
四
五
九
（
配
管
用

格
Ｇ
三
四
五
九
（
配
管
用

ス
テ
ン
レ
ス
鋼
鋼
管
）
並

ス
テ
ン
レ
ス
鋼
管
）
並
び

び
に
こ
れ
ら
と
同
等
以
下

に
こ
れ
ら
と
同
等
以
下
の

の
機
械
的
性
質
を
有
す
る

機
械
的
性
質
を
有
す
る
も

も
の

の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
二
一

火
炎
の
触
れ
る
部
分
（
ボ
イ
ラ
ー
水
が
蒸

日
本
産
業
規
格
Ｇ
四
三
〇

節
炭
器
の
管
寄
せ
で
あ
っ
て
火
炎
に
触
れ

四
（
圧
力
容
器
用
ス
テ
ン

発
す
る
部
分
に
限
る
。
）

三
（
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
棒
）

な
い
部
分
以
外
の
部
分

レ
ス
鋼
鍛
鋼
品
）
、
日
本

、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
四
三

産
業
規
格
Ｇ
三
四
五
九
（

〇
四
（
熱
間
圧
延
ス
テ
ン

配
管
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
鋼

レ
ス
鋼
板
及
び
鋼
帯
）
及

管
）
、
日
本
産
業
規
格
Ｇ

び
日
本
産
業
規
格
Ｇ
四
三

三
四
六
三
（
ボ
イ
ラ
・
熱

〇
五
（
冷
間
圧
延
ス
テ
ン

交
換
器
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

レ
ス
鋼
板
及
び
鋼
帯
）
並

鋼
管
）
、
日
本
産
業
規
格

び
に
こ
れ
ら
と
同
等
以
下

Ｇ
四
三
〇
三
（
ス
テ
ン
レ

の
機
械
的
性
質
を
有
す
る

ス
鋼
棒
）
、
日
本
産
業
規

も
の

格
Ｇ
四
三
〇
四
（
熱
間
圧

延
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
板
及
び

鋼
帯
）
、
日
本
産
業
規
格

Ｇ
四
三
〇
五
（
冷
間
圧
延

ス
テ
ン
レ
ス
鋼
板
及
び
鋼

帯
）
及
び
日
本
産
業
規
格

Ｇ
五
一
二
一
（
ス
テ
ン
レ

ス
鋼
鋳
鋼
品
）
に
定
め
る

オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系
ス
テ

ン
レ
ス
鋼
並
び
に
こ
れ
ら

と
同
等
以
下
の
機
械
的
性

質
を
有
す
る
も
の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

日
本
産
業
規
格
Ｇ
五
五
〇

（
略
）

日
本
産
業
規
格
Ｇ
五
五
〇

（
略
）

二
（
球
状
黒
鉛
鋳
鉄
品
）

二
（
球
状
黒
鉛
鋳
鉄
品
）

、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
五
七

、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
五
七

〇
五
（
可
鍛
鋳
鉄
品
）
に

〇
五
（
可
鍛
鋳
鉄
品
）
に



定
め
る
黒
心
可
鍛
鋳
鉄
品

定
め
る
黒
心
可
鍛
鋳
鉄
品

並
び
に
日
本
産
業
規
格
Ｂ

並
び
に
日
本
工
業
規
格
Ｂ

八
二
四
〇
（
冷
凍
用
圧
力

八
二
七
〇
（
圧
力
容
器
（

容
器
の
構
造
）
の
附
属
書

基
盤
規
格
）
）
の
附
属
書

Ａ
に
定
め
る
ダ
ク
タ
イ
ル

五
に
定
め
る
ダ
ク
タ
イ
ル

鉄
鋳
造
品
及
び
同
規
格
附

鉄
鋳
造
品
及
び
マ
レ
ア
ブ

属
書
Ｂ
に
定
め
る
マ
レ
ア

ル
鉄
鋳
造
品
並
び
に
こ
れ

ブ
ル
鉄
鋳
造
品
並
び
に
こ

ら
と
同
等
以
下
の
機
械
的

れ
ら
と
同
等
以
下
の
機
械

性
質
を
有
す
る
も
の

的
性
質
を
有
す
る
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｈ
三
三
〇

（
略
）

日
本
工
業
規
格
Ｈ
三
三
〇

（
略
）

〇
（
銅
及
び
銅
合
金
の
継

〇
（
銅
及
び
銅
合
金
の
継

目
無
管
）
及
び
こ
れ
と
同

目
無
管
）
及
び
こ
れ
と
同

等
以
下
の
機
械
的
性
質
を

等
以
下
の
機
械
的
性
質
を

有
す
る
も
の

有
す
る
も
の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
材
料
の
許
容
引
張
応
力
）

（
材
料
の
許
容
引
張
応
力
）

第
三
条

材
料
（
鋳
造
品
を
除
く
。
）
の
許
容
引
張
応
力
は
、
次
の
各
号
に
定

第
三
条

材
料
（
鋳
造
品
を
除
く
。
）
の
許
容
引
張
応
力
は
、
次
の
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

鉄
鋼
材
料
及
び
非
鉄
金
属
材
料
の
許
容
引
張
応
力
は
、
次
に
掲
げ
る
値

一

鉄
鋼
材
料
及
び
非
鉄
金
属
材
料
の
許
容
引
張
応
力
は
、
次
に
掲
げ
る
値

の
う
ち
最
小
の
も
の
と
す
る
。

の
う
ち
最
小
の
も
の
と
す
る
。

イ

常
温
に
お
け
る
引
張
強
さ
の
最
小
値
の
三
・
五
分
の
一

イ

常
温
に
お
け
る
引
張
強
さ
の
最
小
値
の
四
分
の
一

ロ

材
料
の
使
用
温
度
に
お
け
る
引
張
強
さ
の
三
・
五
分
の
一

ロ

材
料
の
使
用
温
度
に
お
け
る
引
張
強
さ
の
四
分
の
一

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）



（
フ
ラ
ン
ジ
）

（
フ
ラ
ン
ジ
）

第
四
十
条

フ
ラ
ン
ジ
は
、
そ
の
種
類
に
応
じ
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
二
二
二
〇

第
四
十
条

フ
ラ
ン
ジ
は
、
そ
の
種
類
に
応
じ
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
二
二
二
〇

（
鋼
製
管
フ
ラ
ン
ジ
）
若
し
く
は
日
本
産
業
規
格
Ｂ
二
二
三
九
（
鋳
鉄
製
管

（
鋼
製
溶
接
式
管
フ
ラ
ン
ジ
）
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
二
二
三
八
（
鋼
製
管
フ

フ
ラ
ン
ジ
）
に
適
合
し
た
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を

ラ
ン
ジ
通
則
）
若
し
く
は
日
本
工
業
規
格
Ｂ
二
二
三
九
（
鋳
鉄
製
管
フ
ラ
ン

有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ジ
通
則
）
に
適
合
し
た
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を
有

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

圧
力
を
受
け
る
フ
ラ
ン
ジ
そ
の
他
の
も
の
を
植
込
み
ボ
ル
ト
を
用
い
て
胴

２

圧
力
を
受
け
る
フ
ラ
ン
ジ
そ
の
他
の
も
の
を
植
ね
じ
を
用
い
て
胴
又
は
鏡

又
は
鏡
板
に
取
り
付
け
る
場
合
に
は
、
取
付
部
が
安
全
上
必
要
な
強
度
を
有

板
に
取
り
付
け
る
場
合
に
は
、
取
付
部
が
安
全
上
必
要
な
強
度
を
有
す
る
よ

す
る
よ
う
な
ね
じ
込
み
の
長
さ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

う
な
ね
じ
込
み
の
長
さ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

工
作
及
び
水
圧
試
験

第
三
章

工
作
及
び
水
圧
試
験

第
一
節

工
作

第
一
節

溶
接

（
適
用
範
囲
）

（
適
用
範
囲
）

第
四
十
二
条

ボ
イ
ラ
ー
の
圧
力
を
受
け
る
部
分
の
工
作
は
、
こ
の
節
の
定
め

第
四
十
二
条

ボ
イ
ラ
ー
の
圧
力
を
受
け
る
部
分
の
溶
接
は
、
こ
の
節
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
圧
縮
応
力
以
外
に
応
力

る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
圧
縮
応
力
以
外
に
応
力

を
生
じ
な
い
部
分
の
工
作
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

を
生
じ
な
い
部
分
の
溶
接
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
熱
処
理
）

（
溶
接
後
熱
処
理
）

第
四
十
六
条

（
略
）

第
四
十
六
条

（
略
）

２

溶
接
後
熱
処
理
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
六
七
（
圧
力
容
器
の
設
計
）

２

溶
接
後
熱
処
理
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
三
七
〇
〇
（
溶
接
後
熱
処
理
方
法

又
は
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
規
格
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
日
本
産

）
又
は
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
規
格
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
日
本

業
規
格
等
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
炉
内
で
行
わ
な
け
れ

産
業
規
格
等
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
炉
内
で
行
わ
な
け

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
胴
、
管
寄
せ
、
管
等
の
周
継
手
等
局
部
加
熱
の
方

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
胴
、
管
寄
せ
、
管
等
の
周
継
手
等
局
部
加
熱
の

法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
溶
接
部
の
溶
接
後
熱
処
理
は
、
局

方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
溶
接
部
の
溶
接
後
熱
処
理
は
、

部
加
熱
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
日
本

局
部
加
熱
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
日

産
業
規
格
等
に
定
め
ら
れ
た
保
持
温
度
又
は
保
持
時
間
を
低
減
す
る
こ
と
が

本
産
業
規
格
等
に
定
め
ら
れ
た
保
持
温
度
又
は
保
持
時
間
を
低
減
す
る
こ
と

で
き
る
場
合
は
、
現
場
溶
接
、
使
用
材
料
及
び
構
造
等
に
よ
り
当
該
日
本
産

が
で
き
る
場
合
は
、
現
場
溶
接
、
使
用
材
料
及
び
構
造
等
に
よ
り
当
該
日
本

業
規
格
等
に
定
め
る
保
持
温
度
及
び
保
持
時
間
で
当
該
溶
接
後
熱
処
理
を
行

産
業
規
格
等
に
定
め
る
保
持
温
度
及
び
保
持
時
間
で
当
該
溶
接
後
熱
処
理
を

う
こ
と
が
困
難
な
場
合
又
は
適
当
で
な
い
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
。

行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
又
は
適
当
で
な
い
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）



第
四
十
六
条
の
二

曲
げ
加
工
又
は
成
形
加
工
を
行
っ
た
部
分
（
圧
力
を
受
け

（
新
設
）

る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
〇
一
（
陸
用
鋼
製
ボ
イ
ラ

-

構
造
）
又
は
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
規
格
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
熱
処
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
機
械
試
験
の
種
類
等
）

（
機
械
試
験
の
種
類
等
）

第
五
十
条

（
略
）

第
五
十
条

（
略
）

２

機
械
試
験
に
お
け
る
試
験
片
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
六
七
（
圧
力
容

２

機
械
試
験
に
お
け
る
試
験
片
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
六
五
（
圧
力
容

器
の
設
計
）
の
附
属
書
Ｏ
又
は
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
規
格
に
定
め
る

器
の
構
造

一
般
事
項
）
の
附
属
書
十
一
又
は
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る

－

と
こ
ろ
に
よ
り
採
取
し
、
そ
の
数
は
機
械
試
験
の
種
類
ご
と
に
一
と
す
る
。

規
格
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
採
取
し
、
そ
の
数
は
機
械
試
験
の
種
類
ご
と

に
一
と
す
る
。

第
六
十
一
条

ボ
イ
ラ
ー
は
、
最
高
使
用
圧
力
の
一
・
三
倍
の
圧
力
（
そ
の
値

第
六
十
一
条

ボ
イ
ラ
ー
は
、
最
高
使
用
圧
力
の
一
・
五
倍
の
圧
力
（
そ
の
値

が
〇
・
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
と
き
は
、
〇
・
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
に
よ

が
〇
・
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
と
き
は
、
〇
・
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
に
よ

り
水
圧
試
験
を
行
っ
て
異
状
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

り
水
圧
試
験
を
行
っ
て
異
状
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
ボ
イ
ラ
ー
の
部
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
ボ
イ
ラ
ー
の
部
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ

る
圧
力
に
よ
り
水
圧
試
験
を
行
っ
て
異
状
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

る
圧
力
に
よ
り
水
圧
試
験
を
行
っ
て
異
状
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
の
水
圧
試
験
は
、
穴
あ
け
す
る
も
の
に

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
の
水
圧
試
験
は
、
穴
あ
け
す
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
穴
あ
け
前
に
行
う
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
水
圧
試
験
圧
力
が

あ
っ
て
は
、
穴
あ
け
前
に
行
う
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
水
圧
試
験
圧
力
が

前
項
に
規
定
す
る
圧
力
よ
り
小
さ
い
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
圧
力
に

前
項
に
規
定
す
る
圧
力
よ
り
小
さ
い
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
圧
力
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

よ
る
も
の
と
す
る
。

一

水
管
ボ
イ
ラ
ー
の
溶
接
部
品

最
高
使
用
圧
力
の
一
・
三
倍
の
圧
力

一

水
管
ボ
イ
ラ
ー
の
溶
接
部
品

最
高
使
用
圧
力
の
一
・
五
倍
の
圧
力

二

（
略
）

二

（
略
）

４

前
項
第
一
号
の
水
圧
試
験
は
、
ボ
イ
ラ
ー
の
組
立
て
後
、
溶
接
部
に
つ
い

４

前
項
第
一
号
の
水
圧
試
験
は
、
ボ
イ
ラ
ー
の
組
立
て
後
、
溶
接
部
に
つ
い

て
放
射
線
検
査
又
は
超
音
波
探
傷
試
験
が
実
施
で
き
、
か
つ
、
当
該
溶
接
部

て
放
射
線
検
査
又
は
超
音
波
探
傷
試
験
が
実
施
で
き
、
か
つ
、
当
該
溶
接
部

の
補
修
が
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
補
修
が
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
水
圧
試
験
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
銘
板
）

（
銘
板
）



第
六
十
四
条

最
高
使
用
圧
力
が
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る
蒸
気
ボ
イ

第
六
十
四
条

最
高
使
用
圧
力
が
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る
蒸
気
ボ
イ

ラ
ー
に
備
え
る
リ
フ
ト
が
弁
座
口
の
径
の
十
五
分
の
一
以
上
の
揚
程
式
安
全

ラ
ー
に
備
え
る
リ
フ
ト
が
弁
座
口
の
径
の
十
五
分
の
一
以
上
の
揚
程
式
安
全

弁
及
び
全
量
式
安
全
弁
（
次
項
に
お
い
て
「
揚
程
式
安
全
弁
等
」
と
い
う
。

弁
及
び
全
量
式
安
全
弁
（
次
項
に
お
い
て
「
揚
程
式
安
全
弁
等
」
と
い
う
。

）
は
、
そ
の
材
料
及
び
構
造
が
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
一
〇
（
安
全
弁
）
に

）
は
、
そ
の
材
料
及
び
構
造
が
日
本
工
業
規
格
Ｂ
八
二
一
〇
（
蒸
気
用
及
び

適
合
し
た
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
も
の
で
な

ガ
ス
用
ば
ね
安
全
弁
）
に
適
合
し
た
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
械
的

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

性
質
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
圧
力
計
）

（
圧
力
計
）

第
六
十
六
条

蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
の
蒸
気
部
、
水
柱
管
又
は
水
柱
管
に
至
る
蒸
気

第
六
十
六
条

蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
の
蒸
気
部
、
水
柱
管
又
は
水
柱
管
に
至
る
蒸
気

側
連
絡
管
に
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
示
値
を
確
実
に

側
連
絡
管
に
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
圧
力
計
を
取
り
付

確
認
で
き
る
圧
力
計
（
最
大
指
示
値
が
最
高
使
用
圧
力
の
一
・
五
倍
以
上
三

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

倍
以
下
の
圧
力
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
取
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
削
る
）

四

圧
力
計
の
目
盛
盤
の
最
大
指
度
は
、
最
高
使
用
圧
力
の
一
・
五
倍
以
上

三
倍
以
下
の
圧
力
を
示
す
指
度
と
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

五

圧
力
計
の
目
盛
盤
の
径
は
、
目
盛
り
を
確
実
に
確
認
で
き
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

２

前
項
の
圧
力
計
は
、
停
電
の
場
合
に
お
い
て
も
有
効
に
機
能
す
る
も
の
で

（
新
設
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
温
水
ボ
イ
ラ
ー
の
水
高
計
）

（
温
水
ボ
イ
ラ
ー
の
水
高
計
）

第
六
十
七
条

温
水
ボ
イ
ラ
ー
に
は
、
ボ
イ
ラ
ー
本
体
又
は
温
水
の
出
口
付
近

第
六
十
七
条

温
水
ボ
イ
ラ
ー
に
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

に
、
コ
ッ
ク
又
は
弁
の
開
閉
状
況
を
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
水

ボ
イ
ラ
ー
本
体
又
は
温
水
の
出
口
付
近
に
水
高
計
を
取
り
付
け
な
け
れ
ば
な

高
計
（
最
大
指
示
値
が
最
高
使
用
圧
力
の
一
・
五
倍
以
上
三
倍
以
下
の
圧
力

ら
な
い
。
た
だ
し
、
水
高
計
に
代
え
て
圧
力
計
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
で
き

で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
取
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
水

る
。

高
計
に
代
え
て
圧
力
計
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
）

一

コ
ッ
ク
又
は
弁
の
開
閉
状
況
を
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
削
る
）

二

水
高
計
の
目
盛
盤
の
最
大
指
度
は
、
最
高
使
用
圧
力
の
一
・
五
倍
以
上

三
倍
以
下
の
圧
力
を
示
す
指
度
と
す
る
こ
と
。



（
ガ
ラ
ス
水
面
計
）

（
ガ
ラ
ス
水
面
計
）

第
六
十
九
条

蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
（
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
（
多
管
式
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
を

第
六
十
九
条

蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
（
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
を
除
く
。
）
に
は
、
ボ
イ
ラ

除
く
。
）
を
除
く
。
）
に
は
、
ボ
イ
ラ
ー
本
体
又
は
水
柱
管
に
、
ガ
ラ
ス
水

ー
本
体
又
は
水
柱
管
に
、
ガ
ラ
ス
水
面
計
を
二
個
以
上
取
り
付
け
な
け
れ
ば

面
計
を
二
個
（
多
管
式
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
に
あ
っ
て
は
一
個
）
以
上
取
り
付
け

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
に
あ
っ
て
は
、

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
（
多

そ
の
う
ち
の
一
個
を
ガ
ラ
ス
水
面
計
で
な
い
水
面
測
定
装
置
と
す
る
こ
と
が

管
式
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
う
ち
の
一
個
を
ガ
ラ

で
き
る
。

ス
水
面
計
で
な
い
水
面
測
定
装
置
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
吹
出
し
管
及
び
吹
出
し
弁
の
大
き
さ
と
数
）

（
吹
出
し
管
及
び
吹
出
し
弁
の
大
き
さ
と
数
）

第
七
十
八
条

蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
（
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
（
多
管
式
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
を

第
七
十
八
条

蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
（
貫
流
ボ
イ
ラ
ー
を
除
く
。
）
に
は
、
ス
ケ
ー

除
く
。
）
を
除
く
。
）
に
は
、
ス
ケ
ー
ル
そ
の
他
の
沈
殿
物
を
排
出
す
る
こ

ル
そ
の
他
の
沈
殿
物
を
排
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
吹
出
し
管
で
あ
っ
て
吹
出

と
が
で
き
る
吹
出
し
管
で
あ
っ
て
吹
出
し
弁
又
は
吹
出
し
コ
ッ
ク
を
取
り
付

し
弁
又
は
吹
出
し
コ
ッ
ク
を
取
り
付
け
た
も
の
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

け
た
も
の
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

２

前
項
の
吹
出
し
弁
及
び
吹
出
し
コ
ッ
ク
の
数
並
び
に
吹
出
し
管
の
設
置
方

２

最
高
使
用
圧
力
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
（
移
動
式
ボ
イ

法
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
〇
一
（
陸
用
鋼
製
ボ
イ
ラ-

構
造
）
に
定
め

ラ
ー
を
除
く
。
）
の
吹
出
し
管
に
は
、
吹
出
し
弁
を
二
個
以
上
又
は
吹
出
し

る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

弁
と
吹
出
し
コ
ッ
ク
を
そ
れ
ぞ
れ
一
個
以
上
直
列
に
取
り
付
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
削
る
）

３

二
以
上
の
蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
の
吹
出
し
管
は
、
ボ
イ
ラ
ー
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ

独
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
鋳
鉄
製
ボ
イ
ラ
ー
の
制
限
）

（
鋳
鉄
製
ボ
イ
ラ
ー
の
制
限
）

第
八
十
八
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
又
は
温
水
ボ
イ
ラ
ー
は
、

第
八
十
八
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
又
は
温
水
ボ
イ
ラ
ー
は
、

鋳
鉄
製
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

鋳
鉄
製
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

圧
力
〇
・
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
（
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
〇
三
（
鋳
鉄
ボ

二

圧
力
〇
・
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
（
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
〇
三
（
鋳
鉄
ボ

イ
ラ-

構
造
）
又
は
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
規
格
に
定
め
る
と
こ
ろ

イ
ラ
ー
構
造
）
又
は
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
規
格
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
っ
て
破
壊
試
験
を
行
い
、
当
該
試
験
の
結
果
に
基
づ
き
最
高
使
用
圧

に
よ
っ
て
破
壊
試
験
を
行
い
、
当
該
試
験
の
結
果
に
基
づ
き
最
高
使
用
圧

力
を
算
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
ま
で
）
を
超
え
る

力
を
算
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
ま
で
）
を
超
え
る



温
水
ボ
イ
ラ
ー

温
水
ボ
イ
ラ
ー

三

（
略
）

三

（
略
）

（
圧
力
計
、
水
高
計
及
び
温
度
計
）

（
圧
力
計
、
水
高
計
及
び
温
度
計
）

第
九
十
六
条

（
略
）

第
九
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
六
十
六
条
の
規
定
は
蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
の
圧
力
計
（
前
項
た
だ
し
書
の
圧

３

第
六
十
六
条
（
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
の
圧
力
計

力
計
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
第
六
十
七
条
の
規
定
は
温
水
ボ
イ
ラ
ー
の
水

に
つ
い
て
、
第
六
十
七
条
の
規
定
は
温
水
ボ
イ
ラ
ー
の
水
高
計
に
つ
い
て
、

高
計
及
び
前
項
た
だ
し
書
の
圧
力
計
に
つ
い
て
、
第
六
十
八
条
第
二
項
の
規

第
六
十
八
条
第
二
項
の
規
定
は
温
水
ボ
イ
ラ
ー
の
温
度
計
に
つ
い
て
準
用
す

定
は
温
水
ボ
イ
ラ
ー
の
温
度
計
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

る
。


